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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第66期

第３四半期連結
累計期間

第67期
第３四半期連結
累計期間

第66期
第３四半期連結
会計期間

第67期
第３四半期連結
会計期間

第66期

会計期間

自  平成21年
     ４月１日
至  平成21年
     12月31日

自  平成22年
     ４月１日
至  平成22年
     12月31日

自  平成21年
     10月１日
至  平成21年
     12月31日

自  平成22年
     10月１日
至  平成22年
     12月31日

自  平成21年
     ４月１日
至  平成22年
     ３月31日

売上高 (百万円) 16,701 19,312 5,574 6,740 23,925

経常利益
又は経常損失（△）

(百万円) 38 236 △40 149 471

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失（△）

(百万円) △391 82 △396 55 122

純資産額 (百万円) ― ─ 16,335 14,817 15,786

総資産額 (百万円) ― ─ 24,441 26,397 25,700

１株当たり純資産額 (円) ― ─ 117,103.97117,440.11125,282.03

１株当たり四半期
(当期)純利益
又は四半期純損失（△）

(円) △2,897.06678.41△2,929.38 457.07 910.72

潜在株式調整後１株当た
り四半期(当期)純利益

(円) ─ 672.11 ─ 452.96 903.06

自己資本比率 (％) ― ─ 64.8 54.2 59.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,441 2,127 ― ─ 2,097

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △684 △1,718 ― ─ △594

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △746 △118 ― ─ △895

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ─ 4,723 5,342 5,361

従業員数 (名) ― ─ 1,556 1,708 1,541

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２  売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第66期第３四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株

式は存在しますが１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

(1) 事業内容の重要な変更

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれてい

る事業の内容に重要な変更はありません。

　

(2) 関係会社の異動

MHSコネクレーンズ株式会社（現コネクレーンズ株式会社）から当社へのホイスト事業の譲受けのた

め、当社製品の販売子会社として平成22年６月に東京都新宿区に「キトーホイストサービス株式会社」

を設立し、平成22年11月より事業を開始し、子会社（非連結）といたしました。

また、グローバル戦略の一環としてインドでの事業基盤を確保するため、平成22年10月に「Armsel MHE

Pvt. Ltd.」の全株式を取得し、連結子会社といたしました。

　
　
なお、上記関係会社の異動後の事業の系統図は次のとおりであります。
　

　

　

(注)  キトーホイストサービス株式会社を除き、子会社13社はすべて連結子会社であります。
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３ 【関係会社の状況】

　

当第３四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。

　

名    称 住    所 資本金 主要な事業の内容

議決権の

所有割合

（％）

関係内容

(連結子会社) 　 　 　 　 　

Armsel MHE Pvt. Ltd.
インド共和国

カルナタカ州

千INR
13,500

クレーン及びロープホイスト製品等の

製造・販売
100.0─

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成22年12月31日現在

従業員数(名)
1,708

(364)

(注) １  従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの

出向者を含む就業人員であります。

２  従業員数欄の(外数)は、臨時従業員数の当第３四半期連結会計期間の平均雇用人員(１日８時間換算)で

あります。

３  臨時従業員には、パートタイマー・臨時社員及び派遣社員を含んでおります。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成22年12月31日現在

従業員数(名)
661

(159)

(注) １  従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。

２  従業員数欄の(外数)は、臨時従業員数の当第３四半期会計期間の平均雇用人員(１日８時間換算)であり

ます。

３  臨時従業員には、パートタイマー・臨時社員及び派遣社員を含んでおります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

日　　　本 5,411 ─

北　　　米 ─ ─

ア　ジ　ア 2,013 ─

欧　　　州 ─ ─

合　　　計 7,425 ─

(注)  上記の金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。
　

　
(2) 受注実績

当第３四半期連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同四半期比(％)受注残高(百万円) 前年同四半期比(％)

日　　　本 2,626 ─ 852 ─

北　　　米 2,364 ─ 1,011 ─

ア　ジ　ア 2,481 ─ 750 ─

欧　　　州 288 ─ 93 ─

合　　　計 7,761 ─ 2,707 ─

(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
　

　
(3) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

日　　　本 2,596 ─

北　　　米 1,755 ─

ア　ジ　ア 2,107 ─

欧　　　州 281 ─

合　　　計 6,740 ─

(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

　
当第３四半期連結会計期間における、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告

書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　
　
３ 【経営上の重要な契約等】

　
(1) 事業譲渡契約　

当社は、平成22年10月18日開催の取締役会において、MHSコネクレーンズ株式会社（現コネクレーンズ

株式会社）との間で事業譲渡契約を締結し同社のホイスト事業を譲受けることについて決議を行い、平

成22年10月20日付けで事業譲渡契約を締結しております。なお、事業の譲受けを行った日は平成22年11月

１日であります。

その主な内容は、次のとおりであります。

① 当社は、MHSコネクレーンズ株式会社（現コネクレーンズ株式会社）における平成22年11月１日現在

のホイスト事業に必要な資産（棚卸資産及び有形固定資産の一部）を譲受けました。

② 平成22年11月１日現在の債権・債務については、MHSコネクレーンズ株式会社（現コネクレーンズ株

式会社）に全て帰属するものとし、当社には引継がないものといたしました。

③ 当社は、当該譲受資産等の対価として、適正なる価額を支払いました。

④ その他必要な事項は、両者で協議のうえ決定いたしました。
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(2) 当社と株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社山梨中央銀行及び住友信託銀行株

式会社（以下「貸付人」という。）との「コミットメントライン契約」

　

当社（以下、「借入人」という。）は、平成22年12月28日付で、貸付人と、株式会社三井住友銀行をエージェ

ントとして、「コミットメントライン契約」を締結しております。

主な契約内容は、以下のとおりであります。

１．契約の相手先

株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社山梨中央銀行及び住友信託銀行株式会社

２．貸付極度額

5,000百万円

３．借入金額

本書提出日現在残高    ─ 百万円

４．契約期間満了日

平成25年12月27日

５．主な借入人の義務

(1) 借入人の財産、経営等に重大な変化が発生した場合の報告、決算書等の報告

(2) 借入により資産取得する場合の当該資産の担保提供の場合等を除き、書面による事前承諾なく、第三者に担

保提供をしない

(3) 書面による事前承諾なく、一部の貸付人に対する本契約上の債務を被担保債務の全部又は一部とする担保提

供を行わない

(4) 次の財務制限条項を遵守すること

① 平成23年３月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日における連結貸借対照表から算出される連結自

己資本（純資産の部の合計金額-新株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額-少数株主持分の金額+自己株

式の金額）を平成22年３月期末日における連結貸借対照表から算出される連結自己資本の75％に相当す

る金額以上に維持すること。

② 平成23年３月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における貸借対照表から算出される自己資本（純資

産の部の合計金額-新株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額+自己株式の金額）を平成22年３月期末日に

おける貸借対照表から算出される自己資本の75％に相当する金額以上に維持すること。

③ 平成23年３月期末日及びそれ以降の各連結会計年度における連結損益計算書に記載される連結営業損益

を損失としないこと。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間における経済情勢は、アジアを中心とした新興国経済の堅調な推移、並びに

米国経済の回復基調を背景に、企業収益の改善、設備投資需要の増加等、回復の兆しが見られたものの、日

本国内においては円高傾向が長期化する中、雇用情勢の悪化傾向やデフレの更なる進行も依然として懸

念されるなど、景気の先行きが不透明な側面もある中で推移いたしました。

このような環境の下、当社グループにおいては、日本は自動車等の一部業界向けの需要が増加したもの

の、建設・土木業の需要は依然低迷しており、売上高は前年同四半期に比べて若干の増加に留まりまし

た。一方、米国は民間セクターを中心に全般的に需要が回復し、売上高は前年同四半期に比べて増加いた

しました。また、中国を含むアジアにおいては、経済成長が顕著な状況が継続し、売上高は前年同四半期に

比べて増加いたしました。以上により、当第３四半期連結会計期間の連結売上高は、6,740百万円（前年同

四半期比20.9％増）となりました。

利益につきましては、中国を中心としたアジア地域において、販売量の増加に加えて、生産性向上によ

り営業利益が前年同四半期に比べて増加したこと等により、連結営業利益249百万円（前年同四半期は96

百万円の連結営業損失）、連結経常利益149百万円（前年同四半期は40百万円の連結経常損失）、連結四

半期純利益55百万円（前年同四半期は396百万円の連結四半期純損失）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

[日本]

売上高は4,423百万円と前年同四半期に比べて29.6％増加となりましたが、専ら海外向けの売上高の増

加によるものであり、日本国内向けの売上高は2,217百万円と前年同四半期に比べて10.2％の増加に留ま

りました。また、営業利益は206百万円（前年同四半期は159百万円の営業損失）となりました。

[北米]

第２四半期に引き続き、公的資金による経済活性化策が民間の設備投資需要への波及効果として表れ

るなど全般的に製品出荷が増加し、売上高は前年同四半期に比べ、現地通貨ベースで米国が27.8％、カナ

ダが42.0％増加いたしましたが、為替の影響もあり、日本円換算後の売上高は1,755百万円と前年同四半

期に比べて20.3％の増加となりました。また、営業利益は132百万円（前年同四半期比119.9％増）となり

ました。

[アジア]

第２四半期に引き続き、中国及びアジア地域において、成長基調がさらに顕著となってきたことにより

全般的に需要が増加し、売上高は2,202百万円と前年同四半期に比べて34.7％増加し、営業利益は317百万

円と前年同四半期に比べて80.0％の増加となりました。

[欧州]

全般的には経済情勢が依然として低調であったものの、ドイツを中心とした輸出産業等に対する需要

増により、売上高は281百万円と前年同四半期に比べて30.3％増加し、営業利益５百万円（前年同四半期

は４百万円の営業損失）となりました。
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(2) 財政状態の分析

①資産

資産合計は26,397百万円と前連結会計年度末に対し696百万円増加いたしました。これは、仕掛品

の増加769百万円等によるものです。

②負債

負債合計は11,579百万円と前連結会計年度末に対し1,665百万円増加いたしました。これは、支払

手形及び買掛金の増加1,173百万円、短期借入金の減少1,197百万円、社債の増加850百万円、長期借入

金の増加450百万円等によるものです。

③純資産

純資産合計は14,817百万円と前連結会計年度末に対し968百万円減少いたしました。これは、利益

剰余金の減少160百万円、為替換算調整勘定の減少796百万円等によるものです。

　
(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は5,342百万円となりました。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは552百万円と前年同四半期比450百万円の収入減となりまし

た。これは、税金等調整前四半期純利益が139百万円、減価償却費が257百万円、たな卸資産の増加が

588百万円、仕入債務の増加が625百万円となったこと等によるものです。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フローは△1,202百万円と前年同四半期比1,031百万円の支出増とな

りました。これは、事業譲受による支出317百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出615百万円となったこと等によるものです。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フローは△648百万円と前年同四半期比420百万円の支出増となりま

した。これは、短期借入金の返済による支出が500百万円、親会社による配当金の支払額が117百万円

となったこと等によるものです。

　

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　

　

(5) 研究開発活動

当第３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は175百万円であります。

EDINET提出書類

株式会社キトー(E01634)

四半期報告書

 9/47



第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

　

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

　

当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 470,000

計 470,000

　

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年２月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内 容

普通株式 135,241 135,241
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株制度を採用しておりま
せん。

計 135,241 135,241 ― ―

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおり

であります。

①  第１回新株予約権

臨時株主総会の特別決議(平成16年３月４日)

　
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)

新株予約権の数(個)
626
(注)１・２・５

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
1,252
(注)１・２・５

新株予約権の行使時の払込金額(円)
１株当たり   25,000
(注)３

新株予約権の行使期間 平成18年３月10日～平成26年２月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格     25,000
資本組入額   12,500

新株予約権の行使の条件

新株予約権者の相続人は新株予約権を相続できるものと
する。
新株予約権の質入等の処分は認めない。
(注)４

新株予約権の譲渡に関する事項
当社以外の者に対して新株予約権を譲渡するときは、取
締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─
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(注)１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、２株であります。

　 ２ 新株予約権発行決議日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、各発行対象者の１個当たりの新

株予約権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整

は、当該時点においてその者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調

整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
 

　 ３ 新株予約権発行決議日以降に当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
 

また、新株予約権発行決議日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使

によるものを除く。)は、次の算式により新株予約権の行使に係る払込金額を調整するものとする(１円

未満の端数は切り上げる)。なお、新株予約権発行決議日以降に、当社が新たに新株予約権を発行した場

合において、当該新株予約権の行使により発行される新株１株当たりの発行価額が時価を下回る場合に

は、次の算式を合理的に読み替えて新株予約権の行使にかかる払込金額を調整するものとする(１円未

満の端数は切り上げる)。
 

調整後
払込金額

＝
調整前
払込金額 ×

既発行株式数 ＋
新発行株式数 × １株当たりの払込金額

新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
 

　 ４ 平成18年11月29日付で「新株予約権の行使の条件」が変更されております。

　 ５ 下記期日をもってストック・オプションが行使されております。

(1)平成18年12月22日付

① 新株予約権行使数 480個

② 新株予約権行使による新株の種類及び数 普通株式960株

(2)平成19年１月12日付

① 新株予約権行使数 2,120個

② 新株予約権行使による新株の種類及び数 普通株式4,240株

　 　 (3)平成19年７月２日付

① 新株予約権行使数 2,946個

② 新株予約権行使による新株の種類及び数 普通株式5,892株

(4)平成20年３月25日付

① 新株予約権行使数 240個

② 新株予約権行使による新株の種類及び数 普通株式480株

　 　 (5)平成21年３月25日付

① 新株予約権行使数 240個

② 新株予約権行使による新株の種類及び数 普通株式480株
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②  第４回新株予約権

臨時株主総会の特別決議(平成17年３月11日)

　
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)

新株予約権の数(個)
312
(注)１・２・５

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
624
(注)１・２・５

新株予約権の行使時の払込金額(円)
１株当たり   55,000
(注)３

新株予約権の行使期間 平成18年３月11日～平成26年３月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格     55,000
資本組入額   27,500

新株予約権の行使の条件

新株予約権者の相続人は新株予約権を相続できるものと
する。
新株予約権の質入等の処分は認めない。
(注)４

新株予約権の譲渡に関する事項
当社以外の者に対して新株予約権を譲渡するときは、取
締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─
　
　

(注)１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、２株であります。

　 ２ 新株予約権発行決議日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、各発行対象者の１個当たりの新
株予約権の行使により発行される株式の数は、次の算式により調整されるものとする。なお、かかる調整
は、当該時点においてその者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調
整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
 

　 ３ 新株予約権発行決議日以降に当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整
し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
 

また、新株予約権発行決議日以降に当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(新株予約権の行使
によるものを除く。)は、次の算式により新株予約権の行使に係る払込金額を調整するものとする(１円
未満の端数は切り上げる)。なお、新株予約権発行決議日以降に、当社が新たに新株予約権を発行した場
合において、当該新株予約権の行使により発行される新株１株当たりの発行価額が時価を下回る場合に
は、次の算式を合理的に読み替えて新株予約権の行使にかかる払込金額を調整するものとする(１円未
満の端数は切り上げる)。
 

調整後
払込金額

＝
調整前
払込金額 ×

既発行株式数 ＋
新発行株式数 × １株当たりの払込金額

新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数
 

　 ４ 平成18年11月29日付で「新株予約権の行使の条件」が変更されております。

　 ５ 下記期日をもってストック・オプションが行使されております。

平成19年９月25日付

① 新株予約権行使数 100個

② 新株予約権行使による新株の種類及び数 普通株式200株
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会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

③  第５回新株予約権

定時株主総会の特別決議及び取締役会決議(平成21年６月24日)

　
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)

新株予約権の数(個)
600
(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
600
(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)
１株当たり  108,045
(注)２

新株予約権の行使期間 平成23年６月25日～平成31年６月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    108,045
資本組入額   54,023

新株予約権の行使の条件
新株予約権者の相続人は新株予約権を相続できるものと
する。
新株予約権の質入等の処分は認めない。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会
の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)３

新株予約権の取得条項に関する事項 (注)４
　

(注)１ 新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は１株とする。
但し、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。）又は株式併合が行われ
る場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる１株未満の端数については、
これを切り捨てるものとする。

　 　
 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
 

　 　 また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で付与
株式数を調整する。

　 ２ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けること
ができる当社普通株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額と
する。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日（平成21年６月25日。以下「割当日」という。）の東京証券取引所
における当社普通株式の終値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げる）。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により
生じる１円未満の端数は切り上げる。

　 　
　

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率
　

　

　 　 また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（但し、当社普通株
式の交付と引換えに当社に取得される証券若しくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の
交付を請求できる新株予約権の行使によるものは除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整によ
り生じる１円未満の端数は切り上げる。

　 　
　

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額 ×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数
　

　 　 なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株
式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を
「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記の他、割当日後に、当社が資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを
得ない事由が生じた場合には、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調
整する。
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　 ３ 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

　 　 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、
総称して「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存す
る新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第
236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下
「再編対象会社新株予約権」という。)を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合にお
いては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに交付するものとする。
但し、以下の条件に基づき再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

　 　 (1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を、それぞれ交付するものとす
る。

　 　 (2) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
再編対象会社の普通株式とし、その数は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)１に準じて決定
する。

　 　 (3) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、
上記(注)２で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(２)に従って決定される
当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。

　 　 (4) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編
行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行
使することができる期間の末日までとする。

　 　 (5) 再編対象会社新株予約権の行使の条件
上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

　 　 (6) 再編対象会社新株予約権の取得事由及び条件
下記(注)４に準じて決定する。

　 　 (7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議（再編対象会
社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。）による承認を要するものとする。

　 　 (8) 再編対象会社新株予約権の行使により株式を発行等する場合における増加する資本金及び資本準備金
に関する事項
以下に準じて決定する。
①  新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第

17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１
円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

②  新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①の資
本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

　 ４ 新株予約権の取得事由及び条件

　 　 (1) 新株予約権者が懲戒解雇若しくは取締役、執行役員、監査役を解任された場合（但し、定年退職による
場合を除く。）並びに自己都合により退職した場合は、当該新株予約権者に発行された全ての新株予約
権を無償にて取得することができる。

　 　 (2) 新株予約権者が当社と実質的に競合する会社に転職した場合又は自ら当社と実質的に競合する営業を
営んだ場合には、当該新株予約権者に発行された全ての新株予約権を無償にて取得することができる。

　 　 (3) 新株予約権者が当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合は、
当該新株予約権者に発行された全ての新株予約権を無償にて取得することができる。
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④ 第６回新株予約権

定時株主総会の特別決議及び取締役会決議(平成21年６月24日)

　
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)

新株予約権の数(個)
115
(注)１・５

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
115
(注)１・５

新株予約権の行使時の払込金額(円)
１株当たり  108,045
(注)２

新株予約権の行使期間 平成21年６月25日～平成26年６月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    108,045
資本組入額   54,023

新株予約権の行使の条件 新株予約権の質入等の処分は認めない。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会
の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)３

新株予約権の取得条項に関する事項 (注)４
　

(注)１ 新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は１株とする。
但し、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。）又は株式併合が行われ
る場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる１株未満の端数については、
これを切り捨てるものとする。

　 　
 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
 

　 　 また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で付与
株式数を調整する。

　 ２ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けること
ができる当社普通株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額と
する。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日（平成21年６月25日。以下「割当日」という。）の東京証券取引所
における当社普通株式の終値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げる）。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により
生じる１円未満の端数は切り上げる。

　 　
　

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率
　

　 　 また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（但し、当社普通株
式の交付と引換えに当社に取得される証券若しくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の
交付を請求できる新株予約権の行使によるものは除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整によ
り生じる１円未満の端数は切り上げる。

　 　
　

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額 ×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数
　

　 　 なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株
式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を
「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記の他、割当日後に、当社が資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを
得ない事由が生じた場合には、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調
整する。
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　 ３ 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

　 　 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以
下、総称して「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残
存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会
社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約
権（以下「再編対象会社新株予約権」という。）を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この
場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに交付するもの
とする。但し、以下の条件に基づき再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、
吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

　 　 (1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を、それぞれ交付するものとす
る。

　 　 (2) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
再編対象会社の普通株式とし、その数は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)１に準じて決定
する。

　 　 (3) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、
上記(注)２で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(２)に従って決定される
当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。

　 　 (4) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編
行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行
使することができる期間の末日までとする。

　 　 (5) 再編対象会社新株予約権の行使の条件
上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

　 　 (6) 再編対象会社新株予約権の取得事由及び条件
下記(注)４に準じて決定する。

　 　 (7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議（再編対象会
社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。）による承認を要するものとする。

　 　 (8) 再編対象会社新株予約権の行使により株式を発行等する場合における増加する資本金及び資本準備金
に関する事項
以下に準じて決定する。
①  新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第

17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１
円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

②  新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①の資
本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

　 ４ 新株予約権の取得事由及び条件

　 　 (1) 新株予約権者が当社と実質的に競合する会社との間で当社と新株予約権者との間で締結する「新株予
約権割当契約書」若しくは社外協力に関する契約と同一又は類似する契約を締結する等して当該会社
の社外協力者となった場合又は自ら当社と実質的に競合する営業を営んだ場合には、当該新株予約権
者に発行された全ての新株予約権を無償にて取得することができる。

　 　 (2) 当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」又は社外協力に関する契約のいずれ
かに新株予約権者が違反した場合は、当該新株予約権者に発行された全ての新株予約権を無償にて取
得することができる。

　

　 ５ 下記期日をもってストック・オプションが行使または放棄されております。

(1)平成22年６月30日付

① 新株予約権放棄数 35個

② 新株予約権放棄による放棄した株式の種類及び数 普通株式35株

(2)平成22年９月24日付

① 新株予約権行使数 27個

② 新株予約権行使により付与した自己株式の種類及び数普通株式27株
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⑤  第７回新株予約権

定時株主総会の特別決議(平成21年６月24日)及び取締役会決議(平成22年５月25日)

　
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)

新株予約権の数(個)
600
(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
600
(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)
１株当たり  121,620
(注)２

新株予約権の行使期間 平成24年５月26日～平成32年５月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    121,620
資本組入額   60,810

新株予約権の行使の条件
新株予約権者の相続人は新株予約権を相続できるものと
する。
新株予約権の質入等の処分は認めない。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会
の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)３

新株予約権の取得条項に関する事項 (注)４
　

(注)１ 新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は１株とする。
但し、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。）又は株式併合が行われ
る場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる１株未満の端数については、
これを切り捨てるものとする。

　 　
 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
 

　 　 また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で付与
株式数を調整する。

　 ２ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けること
ができる当社普通株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額と
する。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日（平成22年５月26日。以下「割当日」という。）の属する月の前月
の各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を
乗じた金額（１円未満の端数は切り上げる）。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により
生じる１円未満の端数は切り上げる。

　 　
　

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
　

　 　 また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（但し、当社普通株
式の交付と引換えに当社に取得される証券若しくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の
交付を請求できる新株予約権の行使によるものは除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整によ
り生じる１円未満の端数は切り上げる。

　 　
　

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額 ×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数
　

　 　 なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株
式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を
「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記の他、割当日後に、当社が資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを
得ない事由が生じた場合には、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調
整する。
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　 ３ 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

　 　 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、
総称して「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存す
る新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第
236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下
「再編対象会社新株予約権」という。)を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合にお
いては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに交付するものとする。
但し、以下の条件に基づき再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

　 　 (1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を、それぞれ交付するものとす
る。

　 　 (2) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
再編対象会社の普通株式とし、その数は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)１に準じて決定
する。

　 　 (3) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、
上記(注)２で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(２)に従って決定される
当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。

　 　 (4) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編
行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行
使することができる期間の末日までとする。

　 　 (5) 再編対象会社新株予約権の行使の条件
上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

　 　 (6) 再編対象会社新株予約権の取得事由及び条件
下記(注)４に準じて決定する。

　 　 (7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議（再編対象会
社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。）による承認を要するものとする。

　 　 (8) 再編対象会社新株予約権の行使により株式を発行等する場合における増加する資本金及び資本準備金
に関する事項
以下に準じて決定する。
①  新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第

17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１
円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

②  新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①の資
本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

　 ４ 新株予約権の取得事由及び条件

　 　 (1) 新株予約権者が懲戒解雇若しくは取締役、執行役員、監査役を解任された場合（但し、定年退職による
場合を除く。）並びに自己都合により退職した場合は、当該新株予約権者に発行された全ての新株予約
権を無償にて取得することができる。

　 　 (2) 新株予約権者が当社と実質的に競合する会社に転職した場合又は自ら当社と実質的に競合する営業を
営んだ場合には、当該新株予約権者に発行された全ての新株予約権を無償にて取得することができる。

　 　 (3) 新株予約権者が当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合は、
当該新株予約権者に発行された全ての新株予約権を無償にて取得することができる。
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⑥  第８回新株予約権

定時株主総会の特別決議(平成22年６月24日)及び取締役会決議(平成22年９月28日)

　
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)

新株予約権の数(個)
200
(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
200
(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)
１株当たり  89,093
(注)２

新株予約権の行使期間 平成24年９月29日～平成32年９月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格     89,093
資本組入額   44,547

新株予約権の行使の条件
新株予約権者の相続人は新株予約権を相続できるものと
する。
新株予約権の質入等の処分は認めない。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会
の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)３

新株予約権の取得条項に関する事項 (注)４
　

(注)１ 新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は１株とする。
但し、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。）又は株式併合が行われ
る場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとし、調整の結果生じる１株未満の端数については、
これを切り捨てるものとする。

　 　
 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
 

　 　 また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で付与
株式数を調整する。

　 ２ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けること
ができる当社普通株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額と
する。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日（平成22年９月29日。以下「割当日」という。）の属する月の前月
の各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に1.05を
乗じた金額（１円未満の端数は切り上げる）。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により
生じる１円未満の端数は切り上げる。

　 　
　

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
　

　 　 また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合（但し、当社普通株
式の交付と引換えに当社に取得される証券若しくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の
交付を請求できる新株予約権の行使によるものは除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整によ
り生じる１円未満の端数は切り上げる。

　 　
　

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額 ×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数
　

　 　 なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株
式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を
「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記の他、割当日後に、当社が資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを
得ない事由が生じた場合には、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調
整する。
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　 ３ 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

　 　 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、
総称して「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存す
る新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第
236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権(以下
「再編対象会社新株予約権」という。)を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合にお
いては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社新株予約権を新たに交付するものとする。
但し、以下の条件に基づき再編対象会社新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割
契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

　 　 (1) 交付する再編対象会社新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を、それぞれ交付するものとす
る。

　 　 (2) 再編対象会社新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類及び数
再編対象会社の普通株式とし、その数は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)１に準じて決定
する。

　 　 (3) 再編対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、
上記(注)２で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(２)に従って決定される
当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。

　 　 (4) 再編対象会社新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編
行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行
使することができる期間の末日までとする。

　 　 (5) 再編対象会社新株予約権の行使の条件
上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

　 　 (6) 再編対象会社新株予約権の取得事由及び条件
下記(注)４に準じて決定する。

　 　 (7) 譲渡による再編対象会社新株予約権の取得の制限
譲渡による再編対象会社新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議（再編対象会
社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。）による承認を要するものとする。

　 　 (8) 再編対象会社新株予約権の行使により株式を発行等する場合における増加する資本金及び資本準備金
に関する事項
以下に準じて決定する。
①  新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第

17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１
円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

②  新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①の資
本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

　 ４ 新株予約権の取得事由及び条件

　 　 (1) 新株予約権者が懲戒解雇若しくは取締役、執行役員、監査役を解任された場合（但し、定年退職による
場合を除く。）並びに自己都合により退職した場合は、当該新株予約権者に発行された全ての新株予約
権を無償にて取得することができる。

　 　 (2) 新株予約権者が当社と実質的に競合する会社に転職した場合又は自ら当社と実質的に競合する営業を
営んだ場合には、当該新株予約権者に発行された全ての新株予約権を無償にて取得することができる。

　 　 (3) 新株予約権者が当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に違反した場合は、
当該新株予約権者に発行された全ての新株予約権を無償にて取得することができる。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　
　
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
　
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成22年12月31日 ─ 135,241 ─ 3,976 ─ 5,199

　

　
(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。

　

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年９月30日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

平成22年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ─ ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ─ ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　 　13,510

─ ─

完全議決権株式(その他) 普通株式    121,731 121,731 ─

単元未満株式 ─ ─ ─

発行済株式総数 135,241 ─ ─

総株主の議決権 ─ 121,731 ─
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② 【自己株式等】

平成22年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社キトー

山梨県中巨摩郡昭和町
築地新居2000番地

13,510 ─ 13,510 9.99

計 ─ 13,510 ─ 13,510 9.99

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 120,900118,800106,70096,30091,00081,10075,00075,00085,800

最低(円) 106,00095,50091,00082,20076,40075,60071,90071,00072,000

(注)  株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

　

　

EDINET提出書類

株式会社キトー(E01634)

四半期報告書

23/47



第５ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び前第３四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第３四半期連結会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年12月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間(平成21年10月１

日から平成21年12月31日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日

まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年12月31日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、あらた監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,342 5,361

受取手形及び売掛金 ※1
 3,477 4,568

商品及び製品 4,281 4,295

仕掛品 1,628 858

原材料及び貯蔵品 621 493

その他 1,695 1,105

貸倒引当金 △24 △31

流動資産合計 17,023 16,652

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,432 2,448

機械装置及び運搬具（純額） 2,136 2,364

その他（純額） 2,240 2,211

有形固定資産合計 ※2
 6,809

※2
 7,024

無形固定資産

のれん 876 461

その他 160 203

無形固定資産合計 1,036 665

投資その他の資産

繰延税金資産 682 685

その他 815 660

投資その他の資産合計 1,498 1,345

固定資産合計 9,344 9,034

繰延資産 29 13

資産合計 26,397 25,700
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※1
 4,558 3,385

短期借入金 ※3
 60

※3
 1,257

未払費用 1,117 910

未払法人税等 88 137

引当金 175 308

その他 ※1
 1,216 918

流動負債合計 7,217 6,916

固定負債

社債 1,750 900

長期借入金 450 －

退職給付引当金 1,995 1,954

役員退職慰労引当金 120 122

その他 46 21

固定負債合計 4,362 2,998

負債合計 11,579 9,914

純資産の部

株主資本

資本金 3,976 3,976

資本剰余金 5,201 5,199

利益剰余金 8,319 8,480

自己株式 △1,216 △1,218

株主資本合計 16,280 16,438

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 0 △2

為替換算調整勘定 △1,985 △1,188

評価・換算差額等合計 △1,984 △1,190

新株予約権 25 9

少数株主持分 496 529

純資産合計 14,817 15,786

負債純資産合計 26,397 25,700
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 16,701 19,312

売上原価 11,624 13,288

売上総利益 5,076 6,023

販売費及び一般管理費 ※1
 5,086

※1
 5,523

営業利益又は営業損失（△） △10 500

営業外収益

受取利息 7 18

受取配当金 0 －

補助金収入 35 －

還付加算金 16 －

その他 81 90

営業外収益合計 142 108

営業外費用

支払利息 14 23

為替差損 20 273

その他 57 74

営業外費用合計 93 371

経常利益 38 236

特別利益

償却債権取立益 － 4

負ののれん発生益 － 19

保険解約返戻金 － 18

特別利益合計 － 42

特別損失

環境対策引当金繰入額 － 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 27

会員権評価損 0 0

事務所移転費用 － 9

特別損失合計 0 38

税金等調整前四半期純利益 37 241

法人税等 383 82

少数株主損益調整前四半期純利益 － 158

少数株主利益 46 76

四半期純利益又は四半期純損失（△） △391 82
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 5,574 6,740

売上原価 3,973 4,616

売上総利益 1,600 2,124

販売費及び一般管理費 ※1
 1,697

※1
 1,874

営業利益又は営業損失（△） △96 249

営業外収益

受取利息 1 11

為替差益 20 －

補助金収入 35 －

作業屑売却収入 － 7

その他 24 3

営業外収益合計 82 22

営業外費用

支払利息 4 9

為替差損 － 73

その他 22 39

営業外費用合計 26 122

経常利益又は経常損失（△） △40 149

特別損失

事務所移転費用 － 9

特別損失合計 － 9

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△40 139

法人税等 335 53

少数株主損益調整前四半期純利益 － 86

少数株主利益 19 30

四半期純利益又は四半期純損失（△） △396 55
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 37 241

減価償却費 826 748

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 142 40

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 △2

受取利息及び受取配当金 △7 △18

支払利息 14 23

売上債権の増減額（△は増加） 1,648 1,051

たな卸資産の増減額（△は増加） 410 △938

仕入債務の増減額（△は減少） △1,663 1,313

未払費用の増減額（△は減少） △311 197

その他 64 △45

小計 1,157 2,607

利息及び配当金の受取額 9 8

利息の支払額 △10 △25

法人税等の支払額 △329 △507

法人税等の還付額 614 39

その他 － 4

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,441 2,127

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △506 △552

有形固定資産の売却による収入 5 2

無形固定資産の取得による支出 △7 △22

関係会社株式の取得による支出 － △100

事業譲受による支出 － ※2
 △317

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ ※3
 △615

その他 △176 △113

投資活動によるキャッシュ・フロー △684 △1,718

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 64 500

短期借入金の返済による支出 △251 △1,733

長期借入れによる収入 － 600

長期借入金の返済による支出 － △30

社債の発行による収入 － 1,000

社債の償還による支出 △150 △150

配当金の支払額 △327 △239

少数株主への配当金の支払額 △76 △62

その他 △5 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △746 △118

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 △309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12 △19

現金及び現金同等物の期首残高 4,655 5,361

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

54 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 4,723

※1
 5,342
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】
　

当第３四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
  至  平成22年12月31日)

 

１  連結の範囲に関する事項の変更

(1) 連結の範囲の変更

当第３四半期連結会計期間より、Armsel MHE Pvt. Ltd.の全株式を新たに取得したため、連結の範囲に含め

ております。

(2) 変更後の連結子会社の数

13社

 

２  会計処理基準に関する事項の変更

(1)「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年

３月31日）を適用しております。

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は１百万円、経常利益は１百万円、税金等調整前四

半期純利益は28百万円、それぞれ減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務

の変動額は34百万円であります。

 

(2)「企業結合に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）、「『研究開発費

等に係る会計基準』の一部訂正」（企業会計基準第23号　平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会

計基準」（企業会計基準第７号　平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16

号　平成20年12月26日公表分）、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業

会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）を適用しております。
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【表示方法の変更】
　

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
  至  平成22年12月31日)

(四半期連結損益計算書関係)

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の

一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に伴い、当第３四半期連結累計期間では、

「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

 

　

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年10月１日
  至  平成22年12月31日)

(四半期連結損益計算書関係)

１　前第３四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「作業屑売却収入」は、営業外収

益総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記することとしております。

なお、前第３四半期連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「作業屑売却収入」は１百万円で

あります。

 
２　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等

の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用に伴い、当第３四半期連結会計期間

では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

 

　

　

【簡便な会計処理】
　

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
  至 平成22年12月31日)

１  棚卸資産の評価方法

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

 

２  法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラン

ニングを利用する方法によっております。　

 

３  経過勘定項目の算定方法

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】
　

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
  至 平成22年12月31日)

１  税金費用の算定方法

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて税金費用を計算しております。ただし、見積実効税率を使用できない場合には、

法定実効税率で計算しております。

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

※１　　四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理に

ついては、満期日に決済が行われたものとして処

理しております。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機

関の休日であったため、次の四半期連結会計期間

末日満期手形等が、四半期連結会計期間末残高か

ら除かれております。

受取手形 26百万円

支払手形 192百万円

買掛金 432百万円

その他(流動負債) 55百万円

 

────
 

※２    有形固定資産の減価償却累計額
20,956百万円

※２    有形固定資産の減価償却累計額

20,605百万円
 

※３    当社においては運転資金の効率的な調達を行う

ため株式会社三井住友銀行他３行とのコミット

メントライン契約を締結しております。当第３四

半期連結会計期間末における貸出コミットメン

ト契約に係る借入金未実行残高等は次のとおり

であります。
 

貸出コミットメントの総額 5,000百万円

借入実行残高 ─百万円

差引額 5,000百万円
 

なお、コミットメントライン契約には主に下記

の財務制限条項がついております。
 

※３    当社においては運転資金の効率的な調達を行う

ため株式会社三井住友銀行他３行とのコミット

メントライン契約及び株式会社三井住友銀行と

の当座貸越契約を締結しております。当連結会計

年度末における貸出コミットメント契約及び当

座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のと

おりであります。
 

貸出コミットメント及び

当座貸越極度額の総額
6,500百万円

借入実行残高 1,218百万円

差引額 5,282百万円
 

なお、コミットメントライン契約には主に下記
の財務制限条項がついております。

 

（1）  平成23年３月期末日及びそれ以降の各連結
会計年度末日における連結貸借対照表から
算出される連結自己資本(純資産の部の合計
金額-新株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の
金額-少数株主持分の金額+自己株式の金額)
を、平成22年３月期末日における連結貸借対
照表から算出される連結自己資本の75％に
相当する金額以上に維持すること。

（1）  平成20年３月期末日及びそれ以降の各連結
会計年度末日における連結貸借対照表から
算出される連結自己資本(純資産合計額-新
株予約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額-少
数株主持分の金額+自己株式の金額)を、平成
19年３月期末日における連結貸借対照表か
ら算出される連結自己資本の75％に相当す
る金額以上に維持すること。

 

（2）  平成23年３月期末日及びそれ以降の各事業
年度末日における貸借対照表から算出され
る自己資本（純資産の部の合計金額-新株予
約権の金額-繰延ヘッジ損益の金額+自己株
式の金額）を平成22年３月期末日における
貸借対照表から算出される自己資本の75％
に相当する金額以上に維持すること。

 

（2）  平成20年３月期末日及びそれ以降の各連結
会計年度における連結損益計算書に記載さ
れる連結営業利益を損失としないこと。但
し、平成22年３月期における単体の損益計算
書に記載される営業損益についてはこの限
りではない。

 

（3）  平成23年３月期末日及びそれ以降の各連結
会計年度における連結損益計算書に記載さ
れる連結営業損益を損失としないこと。
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当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

────
 

また、当座貸越契約には主に下記の取引見直し
条項がついており、下記の事由に該当した場合
は、取引条件の見直しを協議することとなってお
ります。

 
　 （1）インタレストカバレッジレシオ１以下

　 インタレストカバレッジレシオとは、金利等
の負担能力を示す指標のことをいい、最終の決
算期に関する損益計算書（もしくはこれに準じ
るもの）により以下の算式で算出されるものを
いいます。

 

（営業利益＋受取利息）／支払利息
 

　 （2）２期連続当期赤字

　 ２期連続当期赤字とは、最終の決算期および
その前の決算期において、損益計算書（もしく
はこれに準じるもの）における当期利益が赤字
である場合をいい、３期以上連続して当期利益
が赤字になる場合も改めてこの条項に該当する
ものとします。

 
　 （3）債務超過

　 債務超過とは、最新の決算期の貸借対照表に
おいて、負債が資産を上回る状態をいいます。

 

　

(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

　

前第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

※１    販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次

のとおりであります。

給料・賞与 1,842百万円

  

※１    販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次

のとおりであります。

給料・賞与 2,019百万円

  

　

　

第３四半期連結会計期間

　

前第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

※１    販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次

のとおりであります。

給料・賞与 651百万円

  

※１    販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次

のとおりであります。

給料・賞与 764百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

※１ 　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 4,723百万円

現金及び現金同等物 4,723百万円

 

※１  　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関

係

現金及び預金 5,342百万円

現金及び現金同等物 5,342百万円

 
──── ※２　　事業譲受により増加した資産及び負債の主な内訳

 
MHSコネクレーンズ株式会社（現コネクレーン

ズ株式会社）より譲受けた資産及び負債の内訳並

びに、事業譲受価額と事業譲受による支出との関

係は次のとおりであります。

 
流動資産 194百万円

固定資産 4百万円

のれん 118百万円

事業譲受価額 317百万円

現金及び現金同等物 ─

差引：事業譲受による支出 317百万円

 
　 ※３　　新たに連結子会社となった会社の連結開始時の資

産及び負債の主な内訳

 
新たに連結子会社となった会社の連結開始時

の資産及び負債の内訳並びに、株式等の取得価額

と取得のための支出（純額）は次のとおりであり

ます。

 
流動資産 376百万円

固定資産 185百万円

のれん 399百万円

流動負債 △267百万円

固定負債 △51百万円

新規連結子会社株式の

取得価額
644百万円

新規連結子会社株式の

現金及び現金同等物
28百万円

新規連結子会社株式

取得のための支出
615百万円
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(株主資本等関係)

　

当第３四半期連結会計期間末(平成22年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日

  至  平成22年12月31日)

　

１  発行済株式に関する事項

株式の種類 当第３四半期連結会計期間末

普通株式(株) 135,241

　

２  自己株式に関する事項

株式の種類 当第３四半期連結会計期間末

普通株式(株) 13,510

　

３  新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権

会社名
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数
（株）

当第３四半期
連結会計期間末残高
（百万円）

提出会社 ─ ─ 25

合 計 ─ 25

　

４  配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の
総額(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 121 1,000.00平成22年３月31日 平成22年６月25日

平成22年11月11日
取締役会

普通株式 利益剰余金 121 1,000.00平成22年９月30日 平成22年12月14日

　

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　
　　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日  至 平成21年12月31日)及び前第３四半期連結累計

期間(自 平成21年４月１日  至 平成21年12月31日)
　

当社グループは、ホイスト・クレーン事業の単一セグメントでありますので、事業の種類別セグメント

情報は記載しておりません。

　

　
【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

　

　
日本

(百万円)

北米

(百万円)

アジア

(百万円)

欧州

(百万円)

計

(百万円)

消去又は

全社(百万円)

連結

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する

売上高
2,356 1,459 1,542 215 5,574 ─ 5,574

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
1,055 ─ 92 ─ 1,147 (1,147) ─

計 3,411 1,459 1,634 215 6,721 (1,147) 5,574

営業利益又は営業損失(△) △159 60 176 △4 73 (170) △96

(注) １  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 北米……………アメリカ・カナダ

(2) アジア…………フィリピン・中国・タイ・韓国

(3) 欧州……………ドイツ

　

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)
　

　
日本

(百万円)

北米

(百万円)

アジア

(百万円)

欧州

(百万円)

計

(百万円)

消去又は

全社(百万円)

連結

(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対する

売上高
7,225 4,355 4,486 633 16,701 ─ 16,701

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
2,941 ─ 278 ─ 3,220 (3,220) ─

計 10,167 4,355 4,765 633 19,921 (3,220)16,701

営業利益又は営業損失(△) △75 58 439 △13 408 (419) △10

(注) １  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 北米……………アメリカ・カナダ

(2) アジア…………フィリピン・中国・タイ・韓国

(3) 欧州……………ドイツ

３  第１四半期連結会計期間より「KITO KOREA CO., LTD.」を連結の範囲に含めたことに伴い、「アジア」に韓

国を含めて表示しております。
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【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

　

　 北米 アジア 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 1,459 1,625 244 232 3,561

Ⅱ　連結売上高(百万円) ─ ─ ─ ─ 5,574

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

26.2 29.2 4.4 4.2 64.0

(注) １  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 北米………………アメリカ・カナダ

(2) アジア……………中国・東南アジア・その他

(3) 欧州………………ドイツ・イタリア・その他

(4) その他の地域……アフリカ・オセアニア・その他

３  海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

　

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)
　

　 北米 アジア 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 4,355 4,710 973 594 10,634

Ⅱ　連結売上高(百万円) ─ ─ ─ ─ 16,701

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

26.1 28.2 5.8 3.6 63.7

(注) １  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 北米………………アメリカ・カナダ

(2) アジア……………中国・東南アジア・その他

(3) 欧州………………ドイツ・イタリア・その他

(4) その他の地域……アフリカ・オセアニア・その他

３  海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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【セグメント情報】

（追加情報）

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用しております。

　

１  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、ホイスト・クレーン等の製造・販売をしており、国内においては当社が、海外においては北米、欧

州及びアジア等の各地域を現地法人がそれぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位

であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社は、製造・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、日本、北米、

アジア及び欧州の４つを報告セグメントとしております。

　

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

合計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２日本 北米 アジア 欧州

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 7,605 5,008 5,872 824 19,312 ─ 19,312

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

4,475 ─ 348 0 4,824△4,824 ─

計 12,0815,008 6,221 825 24,136△4,824 19,312

セグメント利益 372 295 868 25 1,562△1,062 500

(注)１ 　セグメント利益の調整額△1,062百万円には、たな卸資産の調整額△22百万円、引当金の調整額△３百万円、各

報告セグメントに配分していない全社費用△1,036百万円が含まれております。全社費用は、主に親会社の総

務部門、経理部門及び経営企画部門に係る費用であります。

２ 　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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当第３四半期連結会計期間(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日)

　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント

合計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２日本 北米 アジア 欧州

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 2,596 1,755 2,107 281 6,740 ─ 6,740

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

1,826 ─ 95 △0 1,921△1,921 ─

計 4,423 1,755 2,202 281 8,661△1,921 6,740

セグメント利益 206 132 317 5 662 △413 249

　
(注)１ 　セグメント利益の調整額△413百万円には、たな卸資産の調整額△44百万円、引当金の調整額△２百万円、各報

告セグメントに配分していない全社費用△365百万円が含まれております。全社費用は、主に親会社の総務部

門、経理部門及び経営企画部門に係る費用であります。

２ 　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

当第３四半期連結会計期間(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日)

(のれんの金額の重要な変動)

（1）「日本」において、MHSコネクレーンズ株式会社（現コネクレーンズ株式会社）との間で事業譲渡

契約を締結したことによる、のれんの増加額は、当第３四半期連結会計期間においては118百万円であ

ります。

（2）「アジア」において、Armsel MHE Pvt. Ltd.の全株式を新たに取得したことによる、のれんの増加

額は、当第３四半期連結会計期間においては399百万円であります。

　

　

(金融商品関係)

　

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）

(単位：百万円)

科目 四半期連結貸借対照表計上額 時価 差額 時価の算定方法

社  債 1,750 1,747 △2 (注)１

長期借入金 450 445 △4 (注)２

（注）１　社債の時価の算定方法

当社の発行する社債の時価は、市場価格のあるものは市場価格に基づき、市場価格のないものは、元利金の合計

額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

２　長期借入金の時価の算定方法

元利金の合計額を、同様の新規借り入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定して

おります。
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(ストック・オプション等関係)

　

当第３四半期連結会計期間(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日)

１  当第３四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

売上原価　　　　　　　　　　　　０百万円

販売費及び一般管理費　　　　　　２百万円

　

２  ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

当第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

　

該当事項はありません。

　

　
(１株当たり情報)

　

１  １株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 117,440.11円
　

１株当たり純資産額 125,282.03円
　

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 14,817 15,786

普通株式に係る純資産額(百万円) 14,296 15,247

差額の主な内訳(百万円) 　 　

　新株予約権 25 9

  少数株主持分 496 529

普通株式の発行済株式数(株) 135,241 135,241

普通株式の自己株式数(株) 13,510 13,537

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数(株)
121,731 121,704
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２．１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

１株当たり四半期純損失(△) △2,897.06円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について
は、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失
であるため、記載しておりません。
　

　

１株当たり四半期純利益 678.41円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 672.11円

(注)  １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の

算定上の基礎

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益
又は四半期純損失(△)(百万円)

△391 82

普通株式に係る四半期純利益
又は四半期純損失(△)(百万円)

△391 82

普通株式に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 135,227 121,715

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(株)

─ 1,140

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

第５回新株予約権
定時株主総会の特別決
議及び取締役会決議日
平成21年６月24日
（新株予約権の数600個）
第６回新株予約権
定時株主総会の特別決
議及び取締役会決議日
平成21年６月24日
（新株予約権の数177個）
 

詳細については、第４ 
提出会社の状況 １ 株式
等の状況 (2) 新株予約権
等の状況に記載のとおり
であります。

第７回新株予約権
定時株主総会の特別決
議及び取締役会決議日
平成21年６月24日
取締役会決議日
平成22年５月25日
（新株予約権の数600個）
第８回新株予約権
定時株主総会の特別決
議及び取締役会決議日
平成22年６月24日
取締役会決議日
平成22年９月28日
（新株予約権の数200個）
 

　詳細については、第４ 提
出会社の状況 １ 株式等
の状況 (2) 新株予約権等
の状況に記載のとおりで
あります。

 

EDINET提出書類

株式会社キトー(E01634)

四半期報告書

42/47



　

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

１株当たり四半期純損失(△) △2,929.38円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について
は、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失
であるため、記載しておりません。

　

１株当たり四半期純利益 457.07円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 452.96円
　

(注)  １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の

算定上の基礎

項目
前第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益
又は四半期純損失(△)(百万円)

△396 55

普通株式に係る四半期純利益
又は四半期純損失(△)(百万円)

△396 55

普通株式に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 135,227 121,731

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(株)

─ 1,105
　 　 　

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

第５回新株予約権
定時株主総会の特別決
議及び取締役会決議日
平成21年６月24日
（新株予約権の数600個）
第６回新株予約権
定時株主総会の特別決
議及び取締役会決議日
平成21年６月24日
（新株予約権の数177個）
 

詳細については、第４ 
提出会社の状況 １ 株式
等の状況 (2) 新株予約権
等の状況に記載のとおり
であります。

第７回新株予約権
定時株主総会の特別決
議及び取締役会決議日
平成21年６月24日
取締役会決議日
平成22年５月25日
（新株予約権の数600個）
第８回新株予約権
定時株主総会の特別決
議及び取締役会決議日
平成22年６月24日
取締役会決議日
平成22年９月28日
（新株予約権の数200個）
 

　詳細については、第４ 提
出会社の状況 １ 株式等
の状況 (2) 新株予約権等
の状況に記載のとおりで
あります。
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２ 【その他】

　

第67期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）中間配当については、平成22年11月11日開催の

取締役会において、平成22年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行

うことを決議いたしました。

①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　 121百万円

②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　 1,000円00銭

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　平成22年12月14日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年２月12日

株 式 会 社 キ ト ー

取 締 役 会  御 中

　

あらた監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　山　本　　昌　弘

　

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社キトーの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成

21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12

月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半

期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社キトー及び連結子会社の平成21年12

月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営

成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年２月10日

株 式 会 社 キ ト ー

取 締 役 会  御 中

　

あらた監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    齊藤　剛

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    田邊　晴康

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社キトーの平成22年４月１日から平成23年３月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成

22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12

月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半

期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社キトー及び連結子会社の平成22年12

月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営

成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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